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令和４年第４回下仁田町議会定例会会議録第２号（９日） 
招集年月日 令和４年１２月８日 

招集の場所 下 仁 田 町 議 会 議 場 

開閉会日時 開 会 令和４年１２月 ８日午前10時00分 議 長 佐 藤   博 

及 び 宣 言 閉 会 令和４年１２月１６日午前10時09分 議 長 佐 藤   博 

議 員 出 席 状 況 議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

議席番号 氏 名 
応招 

不応招 

別 

出欠席 

別 

応 招 １1名 １ 小 井 土 光 弘 ○ ○ ７ 佐 藤  博 ○ ○ 

不応招  ０名 ２ 大 手 博 幸 ○ ○ ８ 千 野 榮 治 ○ ○ 

出 席 １1名 ３ 佐々木 信 也 ○ ○ １０ 堀 口 博 志 ○ ○ 

欠 席  ０名 ４ 岡 田 邦 敏 ○ ○ １１ 岡 田 武 二 ○ ○ 

欠 員  ０名 ５ 木 暮 弘 元 ○ ○ １２ 佐 藤 公 夫 ○ ○ 

【 凡  例 】 

○応招・出席を 

 示す 

×欠席・不応招 

 を示す 

６ 岩 崎 正 春 ○ ○     

        

        

会 議 録 署 名 議 員 １１番 岡 田 武 二 １２番 佐 藤 公 夫  

職務のため議場に 

出席したものの氏名 
事 務 局 長 佐 藤 正 明 書 記 佐 藤 里 奈 

 町 長 原  秀 男 福 祉 課 長 猪 野 と も え 

地方自治法 教 育 長 里 見 立 夫 保 健 課 長 岩 井  収 

第１２１条に 総 務 課 長 岡 野  均 農 林 課 長 佐 藤 圭 司 

より説明のた 企 画 課 長 神 戸 領 栄 商 工 観 光 課 長 林  光 一 

め出席した者 住 民 税 務 課 長 下 山 光 一 建 設 水 道 課 長 荻 野 文 昭 

の氏名 会 計 課 長 岡 野 宏 巳 教 育 課 長 竹 内  誠 
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議 事 日 程  別紙のとおり 

 ───────────────────── 

会 議 に 付 し た 議 件 

 ───────────────────── 

１ 議案第64号 下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例 

２ 第65号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例 

３ 第66号議案 下仁田町税条例等の一部を改正する条例 

４ 第67号議案 下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正 

        する条例 

５ 第68号議案 下仁田町個人情報保護法施行条例 

６ 第69号議案 下仁田町個人情報保護審査会条例 

７ 第70号議案 令和４年度下仁田町一般会計補正予算（第４号） 

８ 第71号議案 令和４年度下仁田町水道事業会計補正予算（第１号） 

９ 陳情第２号 安全・安心の医療・介護実現のため人員増と処遇改善を求める陳情 

        書 

 

会 議 の 経 過 

────────────── 

    開  会    令和４年１２月９日  午前１０時００分 

────────────────── 

○議長 佐藤博  おはようございます。これから本日の会議を開きます。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  日程第１、議案第６４号 下仁田町議会の個人情報の保護に関す

る条例を議題といたします。 

     議会事務局長に朗読させます。議会事務局長 

（佐藤正明議会事務局長 登壇） 

○議会事務局長 佐藤正明  命によりまして、議案第６４号を朗読いたします。 

     議案第６４号 下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例。 

     上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び下仁田町議会会議

規則第１４条の規定により提出いたします。 

     令和４年１２月８日。 

     下仁田町議会議長、佐藤博様。 

     提出者、下仁田町議会議員、堀口博志、賛成者、同、佐々木信也、賛成者、

同、岡田邦敏、賛成者、同、岩崎正春、賛成者、同、千野榮治、賛成者、同、
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岡田武二。 

     次ページの別紙をお願いいたします。 

     下仁田町議会の個人情報の保護に関する条例。 

     目次を省略いたします。 

     １章、総則。 

     目的。 

     第１条、この条例は下仁田町議会における個人情報の適正な取り扱いに関

し必要な事項を定めるとともに、議会が保有する個人情報の開示、訂正及び

利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、議会の事務の適正

かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 

     以下につきましては、さきの議員協議会で説明済みでありますので、省略

をさせていただきます。 

     １８ページ下段をお願いいたします。 

     附則。 

     施行期日。 

     この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

     提出の理由。 

     個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、地方公共団体の個人情報保護

制度は、従来では個別の条例で規律されていたところ、改正後の個人情報保

護法に基づき施行されることになったが、地方公共団体の議会については、

適用対象から除かれている。 

     廃止される下仁田町個人情報保護条例では、議会も実施機関として対象に

含まれており、議会についても、引き続き個人情報の適切な取扱いが行われ

ることが望ましいことから、新たに議会における個人情報保護の取扱いにつ

いて定める必要があるため条例を制定する。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  朗読が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     議案第６４号を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、議案第６４号は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第２、第６５号議案 下仁田町職員の定年等に関する

条例等の一部を改正する等の条例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に

求めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第６５号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第６５号議案 下仁田町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等

の条例。 

     下仁田町職員の定年等に関する条例の一部改正。 

     第１条、下仁田町職員の定年等に関する条例の一部を次のように改正する。 

     題名の次に次の目次及び章名を付する。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたの

で、ご省略をさせていただきます。 

     １７ページ中段をお願いいたします。 

     附則。 

     施行期日。 

     第１条、この条例は、令和５年４月１日から施行する。ただし、附則第

１１条の規定は、公布の日から施行する。 

     以下の内容につきましても、説明をご省略させていただきます。 

     ２６ページをお願いいたします。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６５号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 



- 55 - 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６５号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第３、第６６号議案 下仁田町税条例等の一部を改正

する条例を議題とし、提案理由の説明を住民税務課長に求めます。住民税務

課長 

（下山光一住民税務課長 登壇） 

○住民税務課長 下山光一  命によりまして、第６６号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第６６号議案 下仁田町税条例等の一部を改正する条例。 

     下仁田町税条例の一部改正。 

     第１条、下仁田町税条例の一部を次のように改正する。 

     以下の改正内容につきましては、さきの全員協議会においてご説明申し上

げましたので、省略させていただきます。 

     ４ページ下段をお願いいたします。 

     附則。 

     施行期日。 

     第１条、この条例は令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

     以下につきましては、さきの全員協議会でご説明いたしましたので、省略

させていただきます。 

     ７ページをお願いいたします。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６６号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６６号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第４、第６７号議案 下仁田町企業職員の給与の種類

及び基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とし、提案理由の説明を

建設水道課長に求めます。建設水道課長 

（荻野文昭建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 荻野文昭  命によりまして、第６７号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第６７号議案 下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一

部を改正する条例。 

     下仁田町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように

改正する。 

     第１９条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項若

しくは第２項」に改める。 

     附則。 

     １、この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

     ２、地方公務員法の一部を改正する法律附則第４条第１項若しくは第２項、

第５条第１項から第４項まで、第６条第１項若しくは第２項又は第７条第１

項から第４項までの規定により採用された職員については、第５条、第６条、

第６条の３、第７条の２、第９条、第１０条及び第１７条の規定は、適用し

ない。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６７号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 
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○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６７号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第５、第６８号議案 下仁田町個人情報保護法施行条

例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第６８号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第６８号議案 下仁田町個人情報保護法施行条例。 

     趣旨。 

     第１条、この条例は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事

項を定めるものとする。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたの

で、省略をさせていただきます。 

     ２ページ中段をお願いいたします。 

     附則。 

     施行期日。 

     第１条、この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

     以下の内容につきましても、説明を省略をさせていただきます。 

     ４ページをお願いいたします。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６８号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６８号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 
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○議長 佐藤博  次に、日程第６、第６９号議案 下仁田町個人情報保護審査会条

例を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務課長 

（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第６９号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第６９号議案 下仁田町個人情報保護審査会条例。 

     設置。 

     第１条、個人情報の保護に関する法律及び下仁田町議会の個人情報の保護

に関する条例に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するた

め、下仁田町個人情報保護審査会を置く。 

     以下の内容につきましては、さきの全員協議会でご説明をいたしましたの

で、省略をさせていただきます。 

     ２ページをお願いいたします。 

     附則。 

     施行期日。 

     第１項、この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

     以下の内容につきましても、ご説明を省略をさせていただきます。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑はご

ざいませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結して討論に入ります。討論

はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  討論ないものと認め、討論を終結して採決いたします。 

     第６９号議案を原案のとおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

○議長 佐藤博  挙手全員です。よって、第６９号議案は原案のとおり可決されま

した。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第７、第７０号議案 令和４年度下仁田町一般会計補

正予算（第４号）を議題とし、提案理由の説明を総務課長に求めます。総務

課長 
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（岡野均総務課長 登壇） 

○総務課長 岡野均  命によりまして、第７０号議案を朗読し、ご提案、ご説明申

し上げます。 

     第７０号議案 令和４年度下仁田町一般会計補正予算（第４号）。 

     令和４年度下仁田町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところ

による。 

     歳入歳出予算の補正。 

     第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，３９７万１，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３億１，６２６万

２，０００円とする。 

     第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     ２ページをお願いいたします。 

     第１表歳入歳出予算補正でございますが、款の区分と補正予算額を申し上

げます。 

     初めに、歳入です。 

     １５款国庫支出金３，３２３万円、１６款県支出金６８４万７，０００円、

１７款財産収入１，７８８万８，０００円、２１款諸収入２，６００万

６，０００円、歳入合計５２億３，２２９万１，０００円に８，３９７万

１，０００円を追加し、５３億１，６２６万２，０００円としたいとするも

のでございます。 

     ３ページをお願いいたします。 

     歳出です。 

     ２款総務費２，５５８万１，０００円、３款民生費２，５０７万８，０００

円、４款衛生費２，６８１万４，０００円、６款農林水産業費４８０万円の

減、１０款教育費１，１２９万８，０００円、歳出合計５２億３，２２９万

１，０００円に８，３９７万１，０００円を追加し、５３億１，６２６万

２，０００円としたいとするものでございます。 

     ４ページをお願いいたします。 

     歳入歳出予算事項別明細書でございますが、１、総括につきましては省略

をさせていただきます。 

     また、７ページの２、歳入、９ページの３、歳出につきましては、さきの

全員協議会でご説明をさせていただきましたので、省略をさせていただきま
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す。 

     以上でございますが、よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

     質疑に際しましては、ページ数を申し述べていただきますよう、あらかじ

めお願いをいたします。 

     それでは、質疑を願います。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑はございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結し、第７０号議案につきま

しては、予算決算特別委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第８、第７１号議案 令和４年度下仁田町水道事業会

計補正予算（第１号）を議題とし、提案理由の説明を建設水道課長に求めま

す。建設水道課長 

（荻野文昭建設水道課長 登壇） 

○建設水道課長 荻野文昭  命によりまして、第７１号議案を朗読し、ご提案、ご

説明申し上げます。 

     第７１号議案 令和４年度下仁田町水道事業会計補正予算（第１号）。 

     総則。 

     第１条、令和４年度下仁田町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に

定めるところによる。 

     収益的収入及び支出。 

     第２条、令和４年度下仁田町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入

及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

     科目、既決予定額、補正予算額、計の順で読み上げます。 

     なお、款の区分のみ申し上げます。 

     支出。 

     第１款水道事業費用２億３，６０８万円、６０５万円の増、２億４，２１３

万円。 
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     令和４年１２月８日提出、下仁田町長、原秀男。 

     なお、次ページの実施計画以降につきましては、さきの全員協議会で説明

いたしましたので、省略させていただきます。 

     以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長 佐藤博  提案理由の説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑に際

しましては、ページ数を申し述べていただきますよう、あらかじめお願いを

いたします。 

     それでは、質疑を願います。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑はございませんか。 

（発言する声なし） 

○議長 佐藤博  質疑がないようですので、質疑を終結し、第７１号議案につきま

しては、予算決算特別委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 佐藤博  ご異議ないものと認め、予算決算特別委員会に付託することに決

定いたしました。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  次に、日程第９、陳情を議題といたします。 

     ただいま議題となっております陳情第２号 安全・安心の医療・介護実現

のため人員増と処遇改善を求める陳情書は、社会経済常任委員会に付託いた

します。 

──────────────────── 

○議長 佐藤博  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

     本日はこれにて散会いたします。 

     大変ご苦労さまでした。 

──────────────────── 

    散  会    令和４年１２月９日  午前１０時２７分 

 


